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第１章 

 

総  説 



 



昭和46年 56,200 217,708 105,180 112,528 339.24 3.87 足羽町合併（14,858人）

50年 61,933 230,560 111,711 118,849 339.22 3.72
60年 72,079 249,155 120,938 128,217 340.31 3.46

平成3年 77,096 253,655 122,904 130,751 340.60 3.29 朝日町との境界確定

8年 81,224 254,920 123,782 131,138 　〃 3.14
13年 84,771 254,019 123,112 130,907 　〃 3.00
17年 87,416 254,021 122,693 131,328 　〃 2.91
18年 93,538 271,417 131,088 140,329 536.17 2.90 美山・越廼・清水と合併

19年 94,178 270,977 130,834 140,143 　〃 2.88
20年 94,986 270,642 130,623 140,019 　〃 2.85
21年 95,600 269,879 130,240 139,639 　〃 2.82
22年 96,149 269,230 129,907 139,323 536.19 2.80 公有水面埋立

23年 97,023 268,982 129,831 139,151 　〃 2.77
24年 97,650 268,470 129,661 138,809 　〃 2.75
25年 98,506 267,904 129,409 138,495 　〃 2.72
26年 99,376 267,345 129,127 138,218 536.41 2.69 国土地理院の面積計測方法変更

27年 100,207 266,690 128,742 137,948 　〃 2.66
28年 101,265 266,032 128,465 137,567 　〃 2.63
29年 102,318 265,298 128,184 137,114 2.59
30年 103,245 264,316 127,738 136,578 2.56

令和元年 104,289 263,311 127,377 135,934 2.52
2年4月 104,511 261,986 126,788 135,198 2.51

年 世帯数
（世帯）

人　　口
　面　積
　（k㎡）

１ 世 帯 あ た
りの人口

〃

（資料：福井市統計書）

備　　考（人）

総 数 男 女 （人/世帯）

〃
〃
〃

１．福井市の概要

（１） 自然条件(位置と地勢)

　福井市は、福井県の県都で、県の北部、福井平野の中央に位置しています。

　市の西方は国見岳を隔てて日本海に面し、海岸線は岩石美で名高い越前加賀海岸国定公園となっています。

北方には坂井平野がひらけ、坂井市と隣接しています。東方には吉野岳を越えて永平寺町や勝山市、大野市な

どの奥越山地に連なり、南方は鯖江市・越前町などに隣接しています。

　市内には九頭竜川、足羽川、日野川の三大河川が流れています。

（２） 社会条件（世帯の推移） ※外国人を含む
　（各年10月１日現在）
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第２章 

 

組織・人員・施設等 

  



 

 

 



１．環境事務所機構

（令和2年4月1日現在）

（7人）

（５人）

環 境 指 導 係

市民生活部
（部　長）
（次　長）

基本計画推進係

循環型社会推進係

環境廃棄物対策課 （１７人）

新クリーンセンター準備課 （5人）

（課　長）

（17人）

焼 却 係 （１２人）

（４人）

（6人）

（７人）

（１2人）

（7人）

（２０人）

（１０人）

（２人）

（所　長）
環境事務所

（４１人）

（副場長）（場　長）

（課長補佐）

（調整参事）

（課長補佐）

収 集 資 源 セ ン タ ー 企 画 係

収 集 係

業 務 係

企 画 管 理 係（３２人）ク リ ー ン セ ン タ ー

（場　長）

（課長補佐）
受入・施設維持係

（副場長）

（課　長）

（副課長）

廃 棄 物 対 策 係（副課長）

（課　長）

環 境 政 策 課

（課長補佐）

浄化槽係（兼務） （２人）

し尿投入所係（兼務）

（参事（兼務））

（参事（兼務））
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（１） 環境に関する施策の企画及び総合調整に関すること。

（２） 環境基本計画に関すること。

（３） 地球温暖化防止に係る施策の推進に関すること。

（４） 自然環境の保護活動の促進に関すること。

（５） 環境教育・環境学習の推進に関すること。

（６） 環境保全活動を推進する団体等との連携に関すること。

（７） 循環型社会の推進に関すること。

（８）

（９） 一般廃棄物処理手数料（し尿及び浄化槽汚泥に限る。）に関すること。

（１0）

（１１）

（１2）

（１3）

（１4）

（１） 新ごみ処理施設の整備に関すること。

（２） 新ごみ処理施設の整備に係る地域の環境整備に関すること。

（１） 環境保全及び公害防止に関する施策の企画及び総合調整に関すること。

（２） 大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭、地盤沈下及び土壌汚染の調査、監視及び指導に関すること。

（３） 公害防止協定に関すること。

（４） 公害防止思想の普及及び啓発に関すること。

（５） 前３号に揚げるもののほか、公害防止に関すること。

（６）

（７） 産業廃棄物の収集運搬業、処分業及び処理施設設置に係る許可等に関すること。

（８）

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

（７）

環境分析に関すること。

地元協定に係る公害防止に関すること。

■ 環境政策課

■  収集資源センタ－

■ クリ－ンセンタ－

一般廃棄物の減量及び資源化の推進に係る企画並びに適正処理に関すること。

施設の管理に関すること。

一般廃棄物の焼却及び処分に関すること。

一般廃棄物処理手数料に関すること。

余熱の供給に関すること。

旧東山センタ－集水池の管理に関すること。

地域の清掃保持に関すること。

一般廃棄物の収集運搬に関すること。

資源ごみに関すること。

一般廃棄物処理手数料に関すること。

一般廃棄物の収集運搬業、処分業及び処理施設設置に係る許可等に関すること。

２．事務分掌

施設の管理に関すること。

一般廃棄物の収集運搬及び資源化に係る委託業者に関すること。

■ 新クリーンセンター準備課

産業廃棄物の減量の推進及び適正処理に関すること。

■ 環境廃棄物対策課

特定地域生活排水処理施設に関すること。

浄化槽の普及及び維持管理の支援に関すること。

し尿投入所に関すること。

福井坂井地区広域市町村圏事務組合（清掃事業に関することに限る。）及び鯖江広域衛生施設組合に関す
ること。
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３．職員配置

補　職 男 女 合計 男 女 合計 男 女 合計 男 女 合計 男 女 合計 男 女 合計

副理事 １ １ １ １

１ １ １ １ １ １ ３ ３

１ １ １ １ ２ ２

１ １ １ １ １ １ ２

１ １ １ １ ２ ２

１ １ １ １ １ １ １ １ ４ ４

２ ２ ７ ２ ９ １７ ２ １９ ２６ ４ ３０

２ ２ ２ ２ １ １ ２ ２１ ２１ ６ ６ ３２ １ ３３

１ １ １ １ ２ ２ １ ３

１ １ １ １ ５ ５ ５ ２ ７

１ １ ３ ３ ４ ４ ８ ８

６ １ ７ ５ ０ ５ ６ ４ １０ ３９ ２ ４１ ３０ ２ ３２ ８６ ９ ９５

６ ５ １１ ０ ０ ０ ５ ２ ７ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １１ ７ １８

１２ ６ １８ ５ ０ ５ １１ ６ １７ ３９ ２ ４１ ３０ ２ ３２ ９７ １６ １１３

４．車両配置

合計

区　　分

清掃事業に従事する職員

清掃事業に従事しない職員

合計

定期収集用

予備再搬用

粗大ごみ運搬

臨時ごみ用

パトロール用

業務連絡用

機械車

清掃事業に使用する車両

用途 車両

コンテナ車

小型トラック

乗用車

軽ワゴン車

軽トラック

乗用車

軽ワゴン車

タイヤショベル

フォークリフト

箱型ダンプ

清掃事業に使用しない車両

環 境 技 師

技 師

環境政策課 新クリーンセンター準備課 環境廃棄物対策課 

処理処分用

１

収集資源センター

２

３

１

１

１

２

0 ０ ０

１２

２

３

４

（令和2年4月1日現在）

（令和2年4月1日現在）

２

１

１１

合計

合　　計   （人）

１

１

クリーンセンター

清　　掃　　業　　務  （人）

〃

役　職

所　長

課　長

場　長

副課長

副場長

１

１０

１

２

１

１

１

２

３２ ７ ４２

１ １

１ ４

１

0

１ ０ ２

０ ３２ ４４７

環境政策課 収集資源センター クリーンセンター

副 主 幹

主 査

主 事

新クリーンセンター準備課 環境廃棄物対策課 

参　事

主　幹

副参事

課長補佐

主　幹

１

１０

１１

２

３
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５．清掃関係予算
■ 清 掃 総 務 費   （千円）

区 分 ＼ 年 度 H28 H29 H30 R1
R2

（当初予算）

人 件 費 646,088 619,816 614,932 705,679 741,850

報 償 費 2,067 2,155 1,550 1,509 1,388

旅 費 258 307 247 101 92

需 用 費 4,707 4,519 3,542 3,159 3,114

役 務 費 325 372 466 263 375

委 託 料 ― ― ― ― ―

使 用 料 及 び 賃 借 料 2,210 2,933 2,853 2,647 2,433

備 品 購 入 費 ― 1,800 2,570 42 65

負担金補助及び交付金 426 420 368 9,661 292

補償、補填及び賠償金 408 ― 50 ― ―

公 課 費 ― 37 85 ― 35

計 656,489 632,359 626,663 723,061 749,644

■ 塵 芥 処 理 費　 （千円）

区 分 ＼ 年 度 H28 H29 H30 R1
R2

（当初予算）

賃 金 23,869 23,599 22,474 19,271 18,182

報 償 費 345 281 173 50 122

旅 費 372 161 218 226 863

需 用 費 110,955 109,363 106,391 110,931 110,071

役 務 費 2,078 1,248 1,839 1,752 2,324

委 託 費 1,297,391 1,301,255 1,286,671 1,378,877 1,385,401

使 用 料 及 び 賃 借 料 1,187 709 1,394 1,804 2,304

工 事 請 負 費 53,000 43,975 100,949 93,347 41,500

原 材 料 費 7,018 7,079 6,660 6,390 6,385

備 品 購 入 費 185 11,667 363 50 50

負担金補助及び交付金 521,608 518,947 563,071 572,825 661,240

公 課 費 4,375 4,339 4,099 4,098 4,220

計 2,022,383 2,022,623 2,094,302 2,189,621 2,232,662

（令和2年4月1日現在）

注）上記は補正後の予算額を記載（Ｒ2以外）。過年度の清掃概要では、本項目は当初予算額を記載し
ているため、数値が相違する。
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福井市
クリーンセンター

焼却施設 焼却施設
粗大ごみ
処理施設

焼却施設
粗大ごみ
処理施設

所 在 地 福井市寮町50－41

電話番号 53－8999

敷地面積 14,100㎡

建物面積 5,187㎡ 3,304㎡ 2,533㎡

竣工年月 平成３年３月 昭和61年４月 平成５年４月

公称能力 345ｔ／24ｈ 222ｔ／24ｈ 90ｔ／５ｈ 120t／16ｈ 50t／５ｈ

基　　数 115ｔ/24ｈ×3基 74t/24ｈ×3基 １基 60t/16ｈ×2基 １基

バグフィルタ－ バグフィルタ－ バグフィルタ－

乾式有害ガス サイクロン サイクロン

除去装置

型　　式
全連続燃焼式

流動床炉
全連続燃焼式

焼却炉
回転式
破砕機

准連続式
流動床炉

回転式
破砕機

工事施工者 石川島播磨重工業 荏原製作所 栗本鐡工所

7,863,446千円

管理棟336,614千円を含む

搬出施設別最終処分場施設

搬出施設名
福井市

クリーンセンター

処分物 燃やせるごみの残渣、生成物

最終処分場 県外民間処分場

埋立面積
埋立容積
竣工年月
埋立開始

浸出水
処理方式

19,400㎡

2,389,600千
円

集塵装置 バグフィルタ－ バグフィルタ－

JFEエンジニアリング

建 設 費 17,880,000千円
2,070,000千

円

夢の杜おた

 焼却残渣、砂礫

鯖江広域衛生施設組合
鯖江クリーンセンター

Ca除去処理、生物処理（酸化・硝化・
脱窒）、凝集沈殿、砂ろ過、活性炭、滅
菌

燃やせないごみの残渣、生成物

福井坂井地区広域市町村圏事務組合
清掃センター

生物処理、凝集沈殿、砂ろ過、滅菌

平成14年4月

平成7年3月

116,800㎥

平成11年4月

平成11年3月

231,000㎥

41,300㎡

広域圏最終処分場

６．処理施設

平成７年９月

施 設 名

福井坂井地区広域市町村圏事務組合
清掃センター

鯖江広域衛生施設組合
鯖江クリーンセンター

あわら市笹岡33－３－１ 鯖江市西番町15－30

74－1314 0778－51－2310

20,200㎡ 22,300㎡

14,243㎡

　福井市のごみ処理は、福井市クリーンセンター、福井坂井地区広域市町村圏事務組合清掃センターと

鯖江広域衛生施設組合鯖江クリーンセンターで実施している。

　また、収集資源センターでは、収集基地としての活動のほか、リサイクル資源のストック場としての機能

を備えている。

　なお、福井市クリーンセンターから排出される焼却灰については、県外の民間業者が所有する一般廃

棄物管理型最終処分場において適正に最終処分を行っている。

（令和2年4月1日現在）
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所 在 地

敷地面積

管理棟 1,497.87㎡

車  庫 648.5㎡

倉庫等 600.35㎡

計 2,744.03㎡

機    種

開設年月 昭和36年５月 平成５年１月

施 設 名
福井市収集資源センタ－

収集関係施設 資源ストックヤ－ド

福井市南江守町2－1

13,743㎡

建物面積
資源物ヤ－ド　　192㎡

高圧洗浄機   ５基
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第３章 

 

ごみ減量・ 

資源化事業 



 



１．ごみの減量・資源化

（１） 資源物処理実績の推移

≪資源物①≫ （ｔ）

白びん

茶びん

青びん

黒びん

生きびん

スチール缶

アルミ缶

※１ｔ未満は四捨五入しているため合計の数値と一致しない場合がある。

　本市では、毎週水曜日を「資源物の日」とし、月１回の空きびん及び月２回の空き缶の収集に取

り組んできた。その後、容器包装リサイクル法の施行により、ペットボトルの収集、プラスチック製

容器包装及びダンボール・紙製容器・紙パックの収集を開始した。

　平成２１年４月からはプラスチック製容器包装の毎週収集、さらに、平成２２年７月からは福井

市全域で蛍光灯の収集を開始し、リサイクルを通じたごみ減量化の取組みにより資源化率の向

上を目指している。

　しかし、近年、資源物の収集量が減少傾向となっている。そこで、平成２３年４月より、市収集資

源センター敷地内に福井市資源回収拠点「わけるば」を設置した。また、平成２５年３月より、民

間事業者の協力を得て、市内２か所の事業所敷地内にも設置し、資源物排出の利便性を高め

ている。

401

155

H28

1,128

区　分　＼　年　度

び
　
ん

缶

388

76

44

372

159

213

H27

1,177

501 487

75

40

151

375

204

227

142

343 332

プラスチック製
容器包装

ペットボトル

173

215

1,938 1,968

238

351

147

242

1,892

135

2,044 2,081

248

197

252

201

1,073 1,099 1,046

5462

H30

365

149

62

461 435

346

146

65

145

H29

57

63

359

449

R1
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≪資源物②≫ （ｔ）

≪古紙等集団資源回収≫

※２　その年度に集団回収を実施した団体のみ

※３　27年度　奨励金の金額に修正あり

1,5571,914

H30

1,645

1,488

219

20,295 16,631 15,68118,527

216 213213

1,548

1,369

区　分　＼　年　度

乾電池※1

スプレー缶

蛍光灯

古
　
紙

ダンボール

紙製容器

紙パック

新聞・雑誌

H27 H28 H29 H30

13 13

855

168 156 153 147

797 776 756

667 620 598 583

　資源のリサイクル及びごみの減量化による処理経費の軽減を図るため、奨励金を交付し、市内

の地域住民で組織する各種団体による新聞・雑誌類の集団回収を促している。

　なお、奨励金は、前期（１月から６月まで実施分）・後期（７月から１２月まで実施分）の２回に分

けて、回収した重量に応じて交付している。

14

47

4

18

14

53

5

21

12 12

7

53

4

奨励金※3(千円)

新　聞(ｔ)

雑　誌(ｔ)

紙パック(ｔ)

合　計(ｔ)

団体登録数※2

2

4,059

区分＼年度

3

3,136

2

H28

1,941

1,763

H27

2,143

H29

1,767

7

52

4

18

R1

※１　ボタン型電池・充電電池の回収は行っていない。

20

8

44

4

19

R1

696

541

136

12

11,677

2

2,919

2

3,326

207

3,706
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小型家電回収拠点

（ｋｇ）
H29 H30 R1

68,855 93,427 129,915

≪資源回収拠点事業≫（名称：わけるば）

　　　　　 ※収集資源センターでは、プラスチック製容器包装は回収していない。

（２）　資源回収拠点事業

≪小型家電回収事業≫

市役所別館４階
環境政策課

大手3丁目10-1

大手3丁目10-1
市役所本館１階
市民ホール

協力店舗名 所 在 地 （↓使用済小型家電回収ボックス）

（令和２年4月現在）

　従来、燃やせないごみとして埋立処分されていた小型家電だが、分別回収することで、中から
貴金属やレアメタルを取り出して再資源化することができる。
　平成２４年４月に収集資源センターで小型家電の回収を開始したのを始まりに、現在では、市内
１２箇所に小型家電の回収拠点を設けている。

※　持ち込めるもの：乾電池等で使うか、コンセント等にさして使う家電製品
ただし、粗大ごみに該当するもの、家電４品目（テレビ、エアコン、冷蔵庫・洗濯機等）及びパソコンは回収対
象外。回収ボックスの場合は縦15cm、横25cm、高さ30cmに収まる大きさのもの。これを超えるものは窓
口回収（直接受取）にて対応。

収集資源センター 南江守町2-1

寮町50-41クリーンセンター

美山総合支所 美山町7-1

越廼総合支所 蒲生町1-88

清水総合支所 小羽町27-1

福井県民生活協同組合
ハーツ羽水店

木田3丁目2802番地

池田金属株式会社 文京7丁目106-1

有限会社川端商店 月見1丁目13-14

福井県民生活協同組合
ハーツ学園店

福井県民生活協同組合
ハーツ志比口店

学園2丁目9番22号

志比口2丁目11番13
号

〔回収品目〕・びん、缶、ペットボトル、プラスチック製容器包装、蛍光灯、乾電池、
　         　   古紙（ダンボール・紙製容器、新聞・チラシ、雑誌・本）

収集資源センター、㈱増田喜（福井営業所）、福井環境事業㈱二日市リサイクルセンターに資源

回収ボックスを設置し、資源物の拠点回収を実施している。

〔回収時間〕・各事業所の営業時間と同じ

年度 H27 H28

回収量 91,830 78,420
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※１ｋｇ未満は四捨五入しているため合計の数値と一致しない場合がある。

※１　市立保育園は平成30年度以降、堆肥化を実施していない。 
※２　ふれ愛園は平成２９年９月３０日に閉園した。
※１ｔ未満は四捨五入しているため合計の数値と一致しない場合がある。

200.4

565.9 547.6 510.6

69.2 68.8

209.8 230.0

58.2

136.8 95.5 112.9

（ｋｇ）

H30年度 17,455471 384 11,020

32.0

－

－

－

－

60.4

0.0

4.7 5.1 2.5

75.7 71.2

H29H27 H28

17.0 17.6 18.6

－

－

－

55.4

30.7

491.7

46.9

10.1

107.3

42.1

148.2

194.0

41.9

8.0

97.3

38.7

205.1

91.5

432.5

10.5 9.5 9.3

2.3 1.8

11.8 14.7 11.7

150.1 153.3 139.1

55.1 62.8 58.7

61.8

45.2 39.5 34.7

合計

市立保育園

ふれ愛園

学校給食センター

単独給食校

小計

市
有
施
設

区 分 ＼ 年 度

食べ残し等

調理くず等

食べ残し等

調理くず等

食べ残し等

調理くず等

食べ残し等

調理くず等

調理くず等

食べ残し等

食べ残し等

民間事業所

≪市有施設における資源回収拠点事業≫

　平成23年4月1日より、収集資源センターに資源回収ボックスを設置し、資源物の拠点回収を実

施している。

　また、平成28年10月3日より、越廼・美山・清水の各総合支所に古紙回収拠点を設置した。

〔回収時間〕

17,356

H29年度 3,834 580 483 210 328 13,990 19,425

2,319 535 596 380 326 13,200

年度 ＼品目 びん 缶
ペット
ボトル

回収実績　

・

収集資源センター、各支所の開館時間と同じ・

〔回収品目〕

（３）　生ごみ 　

≪事業所から排出される生ごみの堆肥化≫

蛍光灯 乾電池 古紙 合計

H27年度

H28年度 2,534 571 447 394 201 14,321 18,468

4,555 462 563

【収集資源センター】…びん、缶、ペットボトル、蛍光灯、乾電池、
　　　　　　　　　　　      古紙（ダンボール・紙製容器、新聞・チラシ、雑誌・本、雑がみ）

・ 【各総合支所】　　 　…古紙（ダンボール・紙製容器、新聞・チラシ、雑誌・本、雑がみ）

R１年度 4,678 587 641 670 575 11,862 19,012

調理くず等

　生ごみの資源化については、平成１４年度に市内の業者による中間処理を許可し、当該事業者が市

内の事業系生ごみの処理を行っている。

　当該事業者により、市有施設（学校給食センター等）や民間事業所の食品残渣を年間約450トン処

理し、堆肥化している。

　なお、処理した完熟堆肥については市内の農家で有機肥料として使用しており、地域リサイクル

ループが構築されている。

（ｔ）

R1

－

H30

※１

※２
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（４） 意識啓発　

≪普及啓発事業≫

分別説明会の開催状況

≪まだまだ使えますコーナー≫

R1

26

（回）

H29 H30

22 20

　研修会は、外国人留学生向け、子供向け、高齢者向けなど、対象に応じた内容を行い、正しいご

みの分別・削減の啓発を行っている。

　環境フェアでは他にも、パネル展示なども併せて行い、ごみの削減と３Ｒの啓発に取組んでい

る。

　粗大ごみの中には、そのまま十分使えるものや、

少し手を加えれば再利用可能なものが数多く含ま

れている。そこで、昭和５７年６月から「環境月間」の

行事として、「環境展」「環境フェア」の中で、まだ使

える粗大ごみを抽選により無料で贈呈するイベント

「まだまだ使えますコーナー」を行い、リユースの啓

発を行っている。

　２Ｒ（発生抑制【リデュース】、再使用【リユース】）に

取り組んでもらうため、各地区の公民館等に職員が

出向き、分別説明会を開催している。

　また、ごみの出し方を分かりやすく説明したパンフ

レットや、ごみの減量に関する啓発チラシ等を作成

し、随時配布している｡

開催回数

H26

27

H27 H28

26 29

年度
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≪ふくい優エコ事業所≫

認定事業所

　　

≪多量排出事業所に対する事業系一般廃棄物の削減等に関する指導≫

エコショップ

リカーワールド華光陽店

ハーツ学園店
ハーツ志比口店
リカーワールド華本店
リカーワールド華プラザ店
リカーワールド華二の宮店

認定期間

アピタ大和田店

株式会社サンワコン

株式会社北陸環境サービス

北陸労働金庫福井北支店
北陸労働金庫ローンセンター福井
リードエージェンシー有限会社
京福バス株式会社

平成30年10月1日 ～令和2年9月30日

福井総合クリニック

北陸労働金庫福井支店
スキット株式会社

株式会社そごう・西武 　　西武福井店

池田金属株式会社

福井県民生活協同組合

福井市古紙等リサイクル協同組合

　平成２４年度より、事業系一般廃棄物の削減・リサイクル推進を図るため、概ね１００トン以上排出する

と認められ、かつ、市長が別に認定した事業所を対象として、「一般廃棄物の削減等に関する実績報告

及び計画書」の提出をお願いしている。

有限会社　田ご
Aコープやしろ店

ハニー新鮮館灯明寺店

リカーワールド華江守店

Aコープ堀ノ宮店
Aコープみゆき店

アルビス大願寺店

平成30年10月1日 ～令和2年9月30日
ハニー新鮮館つくし野店

ハニー新鮮館大安寺店

 令和元年10月1日 ～令和３年9月30日

アルビス高木店

ハーツ羽水店

アルビス森田店

ハニー新鮮館みのり店

（５） 事業系ごみ対策　

清水紙料株式会社
株式会社清水勉商店

エコオフィス 認定期間

福井環境事業株式会社
福井環境事業株式会社 二日市リサイクルセンター 

令和元年10月1日～令和３年9月30日

　福井市内で事業系一般廃棄物の削減等に取り組む事業所を「ふくい優エコ事業

所」として認定し、その活動を広く他の事業所へ広報することにより、ごみ削減の取

り組みを推進している。

・平成２４年１２月に募集を開始。

・令和２年４月時点でエコオフィス２４社　エコショップ２０社を認定。

株式会社増田喜福井営業所

高桑印刷株式会社

株式会社クリンマスター
株式会社増田喜本社

株式会社ウララコミュニケーションズ
福井総合病院
福井病院
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■指定袋の規格

家庭用 大… 厚さ 0.027mm 縦 800mm 横 650mm

中… 厚さ 0.027mm 縦 700mm 横 480mm

小… 厚さ 0.027mm 縦 550mm 横 300mm

事業所用 大… 厚さ 0.03mm 縦 800mm 横 650mm

燃やせないごみ

透 明 度 半透明

プラスチック製容器包装

大

仕様内容

高密度ポリエチレン

項　目

材　質

燃やせるごみ

寸　法

　ごみの削減と分別排出を徹底し、限りある資源を有効に活用するため、市指定のごみ袋を作成し、平成

９年４月１日から実施している。

　また、平成１６年４月からは、プラスチック製容器包装の分別収集を開始したことに合わせ、家庭でのごみ

を分別しやすくすることを目的として「色別指定ごみ袋」の販売を開始したが、分別排出が定着し当初の目

的を概ね達成したことから、平成２５年度に青・オレンジ色印刷の家庭用ごみ袋の生産を中止した。

　資源物（空き缶、ペットボトル）については、分別排出の促進と処理負担の軽減を図るために透明又は半

透明の袋を用いて排出することもできることとしている｡

　事業系一般廃棄物については、事業所用指定袋を利用し、ごみステーションの管理者（自治会等）の同

意のうえで１カ月２５０㎏（５０袋以内）以下に限り排出できる｡

（６）指定ごみ袋 

種類

赤事業所用

家庭用

印刷色 指定袋に入れるごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

プラスチック製容器包装色別指定ごみ袋

サイズ

大・中・小緑
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ごみ処理事業 
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１ ごみ処理の実績 
 

（１）ごみ処理の現状 

 

平成２７年度以降の四区分別（燃やせるごみ、燃やせないごみ、資源物、集団資源回収等）排出量

は、平成２７年度の総排出量 94,278 トンより減少傾向にあり、令和元年度には 90,744 トンとなっ

ている。（△3.75％） 

区分別では、「燃やせるごみ」及び「燃やせないごみ」は、平成２７年度の 83,908 トンから減少。令

和元年度は 81,281 トンとなった。（△3.13％） 

「資源物」及び「集団資源回収等」の排出量についても、平成２７年度の 10,370 トンから減少して

おり、令和元年度には 9,463 トンとなった。（△8.75％） 

また、排出量原単位（市民１人１日当たりのごみ排出量）についても、平成２7年度の 909グラムか

ら減少傾向にあり、令和元年度では 892グラムとなっている。（△1.87％） 

 
 

○四区分別廃棄物等の排出量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72,321 71,991 71,437 69,939 69,824 

11,587 11,266 10,986 11,447 11,457 

4,725 4,619 4,533 4,665 4,608 

5,645 5,516 5,039 4,904 4,855 

909 907
900

894 892

830

860

890

920

950

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

H27 H28 H29 H30 R1

集団資源回収等

資源物

燃やせないごみ

燃やせるごみ

（ｔ） （ｇ/人/日）

94,278 93,392         91,995 90,956 90,744 総排出量（ｔ）

1人1日あたりのごみ量 



H27 H28 H29 H30 R1

1,177 1,128 1,073 1,099 1,046 －

388 372 351 343 332 －

242 238 227 252 248 －

1,892 1,938 1,968 2,044 2,081 －

836 776 751 730 677 －

13 13 11 11 12 －

7 8 14 14 7 －

92 78 69 93 130 －

53 44 47 53 52 －

4 4 4 5 4 －

20 19 18 21 18 －

4,725 4,619 4,533 4,665 4,608 5%

1,782 1,748 1,554 1,649 1,326 －

4,059 3,706 3,326 3,136 2,919 3%

1,586 1,810 1,713 1,768 1,936 2%

家庭系 42,988 42,559 42,557 41,926 42,523 47%

事業系 29,333 29,432 28,880 28,014 27,301 30%

家庭系 9,200 8,915 8,718 9,355 9,397 11%

事業系 2,387 2,351 2,268 2,092 2,060 2%

83,908 83,257 82,423 81,387 81,281 －

12.9% 12.7% 12.1% 12.3% 11.9%

※１ｔ未満は四捨五入しているため合計の数値と一致しない場合がある。

■ １人一日あたりのごみの量

H27 H28 H29 H30 R1

909 907 900 894 892 △ 0.2 %

967 964 951 944 942 △ 0.2 %

642 636 629 632 637 0.8 %

*1　（資源物＋燃やせるごみ＋燃やせないごみ）／人・日
*2　（資源物＋古紙等集団資源回収＋燃やせるごみ＋燃やせないごみ）／人・日

（２）ごみ処理実績の推移

■ ごみ排出量の推移

分別の種類
排出量（ｔ） 構成比

（％）
[R1]

蛍光灯

②処理過程における資源化物

11,219 －

③古紙等集団資源回収

（①＋②＋③＋④）

④古紙等店頭回収

再資源化合計

①資源
物

びん

缶

ペットボトル

プラスチック製容器包装

ダンボール・紙製容器

紙パック

10,789

焼
却
・
破
砕
等

⑤燃やせる
ごみ

⑥燃やせない
ごみ

小計（⑤＋⑥）

12,151 11,883 11,127

再
資
源
化

新聞紙・雑誌

小型家電等

乾電池

スプレー缶

収集・持込量
（①＋⑤＋⑥）

総排出量
90,956 100%

86,052 －

（①＋③＋④＋⑤＋⑥）

88,633 87,876 86,956 85,889

リサイクル率

１人一日あたりのごみの量*1

１人一日あたりの総排出ごみの量*2

90,744

分別の種類
排出量（ｇ）

94,278 93,392 91,995

前年度比（％）

[R1]

家庭から出る
１人一日あたりの総排出ごみの量*3

※基準人口は各年度４月１日現在

*3　（資源物＋古紙等集団資源回収＋燃やせるごみ(家庭系)＋燃やせないごみ(家庭系)）／人・日
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■ 福井市クリーンセンターへの持込量実績　　≪福井･美山区域≫ （ｔ）

H27 H28 H29 H30 R1

13,215 13,101 13,000 12,710 12,930

26,230 25,900 25,840 25,281 25,671

26,644 26,669 25,887 25,434 24,803

一 般 可 燃 552 565 641 605 646

粗 大 可 燃 1,148 1,170 1,333 1,627 1,571

事 業 可 燃 638 649 583 536 571

減 免 等 58 63 365 104 86

下 水 50 52 55 55 47

中 央 卸 売 市 場
シルバー人材センター

持 込
1,216 1,241 1,250 1,140 1,071

69,752 69,410 68,954 67,492 67,394

※１ｔ未満は四捨五入しているため合計の数値と一致しない場合がある。

■ 鯖江クリーンセンターへの持込量実績　≪越廼・清水区域≫ （ｔ）

H27 H28 H29 H30 R1

1,753 1,719 1,639 1,592 1,599

587 608 563 592 586

一 般 可 燃 39 52 49 56 60

事 業 可 燃 187 202 231 206 185

減 免 2 0 1 2 0

2,569 2,581 2,483 2,448 2,430

※１ｔ未満は四捨五入しているため合計の数値と一致しない場合がある。

持
　
　
込

（３） 燃やせるごみの処理実績

区分＼年度

直 営 収 集

委 託 収 集

許 可 収 集

合計

合　　計

区分＼年度

委 託 収 集

許 可 収 集

持
　
込
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■ 広域圏清掃センターへの持込量実績 　≪福井・美山区域≫ （ｔ）

H27 H28 H29 H30 R1

7,190 6,971 6,779 7,083 6,988

170 143 177 217 264

1,910 1,857 1,864 1,722 1,697

一 般 不 燃 1,276 1,295 1,236 1,457 1,566

事 業 不 燃 390 387 310 278 272

減 免 20 34 24 30 21

10,956 10,687 10,390 10,787 10,808

※１ｔ未満は四捨五入しているため合計の数値と一致しない場合がある。

■ 鯖江クリーンセンターへの持込量実績　≪越廼・清水区域≫ （ｔ）

H27 H28 H29 H30 R1

71 65 60 66 65

0 0 0 0 0

一 般 不 燃 289 256 280 329 318

事 業 不 燃 60 67 62 59 65

減 免 8 6 8 5 5

357 329 350 459 453

※上記持込量に、収集資源センターで発生する処理過程資源化物の量を加えたものが燃やせな いごみの総量

  となる。（P25,26の燃やせないごみ量と合致する）

※１ｔ未満は四捨五入しているため合計の数値と一致しない場合がある。

持
　
込

合　　計

許 可 収 集

（４） 燃やせないごみの処理実績

区分＼年度

委 託 収 集

直 営 粗 大

区分＼年度

許 可 収 集

持
　
込

合　　計

委 託 収 集
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39



  

 

○ポイ捨てはやめよう！

○ふんの始末は飼い主が、責任をもって処分しましょう｡

○自動販売機には回収容器を設置しましょう｡
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日常の家庭生活に伴って発生するもの

事業活動に伴って発生する廃棄物のうち、
特別管理一般廃棄物及び産業廃棄物、特
別管理産業廃棄物以外のもの

爆発性、毒性、感染性その他の人の健康
又は生活環境に係る被害を生ずる恐れの
あるもの

事業活動に伴って発生する廃棄物のうち、
法令で定められているもの

爆発性、毒性、感染性その他の人の健康
又は生活環境に係る被害を生ずる恐れの
あるもの

廃

棄

物

一般廃棄物

産業廃棄物

ごみ

し尿

家庭系ごみ

事業系ごみ

特別管理一般廃棄物

産業廃棄物(２０種類)

特別管理産業廃棄物

日常の家庭生活に伴って発生するもの

事業活動に伴って発生する廃棄物のうち、
特別管理一般廃棄物及び産業廃棄物、特
別管理産業廃棄物以外のもの

爆発性、毒性、感染性その他の人の健康
又は生活環境に係る被害を生ずる恐れの
あるもの

事業活動に伴って発生する廃棄物のうち、
法令で定められているもの

爆発性、毒性、感染性その他の人の健康
又は生活環境に係る被害を生ずる恐れの
あるもの

廃

棄

物

一般廃棄物

産業廃棄物

ごみ

し尿

家庭系ごみ

事業系ごみ

特別管理一般廃棄物

産業廃棄物(２０種類)

特別管理産業廃棄物
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不要物 

廃棄物の「発生抑制、資源として活用」 
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